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 佐賀県規則第31号 

   佐賀県財務規則の一部を改正する規則 

 佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（私人への歳入の徴収又は収納の事務の委託） （指定公金事務取扱者） 

第50条 知事は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認

めるときは、使用料及び手数料並びにこれらに係る延滞金並びに

賃貸料、物品売払代金、寄附金及び貸付金の元利償還金並びにこ

れらに係る遅延損害金（以下この条において「使用料等」とい

う｡）について私人に徴収又は収納の事務を委託することができ

る。 

第50条 知事は、法第243条の２第１項の規定により、同条第２項に

規定する指定公金事務取扱者（以下「指定公金事務取扱者」とい

う。）を指定し、委託を行おうとする場合は、その内容について、

あらかじめ会計管理者と協議するものとする。同条第３項の規定

により変更の届出がある場合及び法第243条の２の３第１項の規定

により指定を取り消す場合も同様とする。 

２ 知事は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める

ときは、次に掲げる基準に適合すると認める者に地方税の収納の

事務を委託することができる。 

２ 法第243条の２の５第１項の収納に関する事務を委託できる歳入

等（以下この条において「歳入等」という。）は、知事が別に定め

る。 

(1) 受託事務を遂行するに足りる財産的基礎を有すること。  

(2) 収納金に係る事項を帳簿（電子計算機を利用して作成するも

のを含む｡）に正確に記録して県に遅滞なく報告し、及び収納金

を遅滞なく県に納入することができる技術的な基礎を有するこ

と。 

 

３ 第42条、第45条及び第46条の規定は、第１項の規定により徴収

の事務の委託を受けた者（以下「徴収受託者」という｡）が使用料

等を収入しようとする場合に準用する。この場合において、「収支

等命令者」とあるのは「徴収受託者」と、「調定（受入）決議書」

とあるのは「調定書（受託者用）」と読み替えるものとする。ただ

し、知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをした場

合は、この限りでない。 

３ 第42条、第45条及び第46条の規定は、第１項の規定により指定

を受け、徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者（以下

「徴収受託者」という｡）が法第243条の２の４第１項に規定する

歳入（以下この条において「歳入」という。）を収入しようとする

場合に準用する。この場合において、「収支等命令者」とあるのは

「徴収受託者」と、「調定（受入）決議書」とあるのは「調定書

（受託者用）」と読み替えるものとする。ただし、知事が特別の事

情があると認め、契約に特別の定めをした場合は、この限りでな
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改正前 改正後 

い。 

４ 略 ４ 略 

５ 第47条第１項、第２項、第５項及び第６項の規定は、第１項の

規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者（以下「受託

者」という｡）が使用料等を収納する場合に準用する。この場合に

おいて、「会計管理者、出納員及び経理員」及び「会計管理者又は

委任出納員」とあるのは「受託者」と、「現金領収日付印」とある

のは「収納事務受託者領収日付印（知事が特別の事情があると認

め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、当該契約で定めた日

付印）」と、「払込通知書兼領収証書」とあるのは「現金払込領収

証書」と、「払込書」とあるのは「現金払込書」と、「払込領収済

通知書」とあるのは「現金払込領収済通知書」と、「。次項」とあ

るのは「（知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをし

たときは、当該契約で定めた日時）。次項」と、「高等学校その他

の県立学校において授業料を収納したときは、納入書及び納入領

収済通知書に代えて、現金払込領収済通知書を添えなければなら

ない」とあるのは「受託者が、納入書及び納入領収済通知書又は

返納書及び返納領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録を送付したときは、払込みに際して、現金払込書並びに納入

書及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書を添え

ることを要しない」と読み替えるものとする。 

５ 第47条第１項、第２項、第５項及び第６項の規定は、第１項の

規定により指定を受け、収納の事務の委託を受けた指定公金事務

取扱者（以下「収納受託者」という｡）が第２項に規定する歳入等

を収納する場合に準用する。この場合において、「会計管理者、出

納員及び経理員」及び「会計管理者又は委任出納員」とあるのは

「収納受託者」と、「現金領収日付印」とあるのは「収納事務受託

者領収日付印（知事が特別の事情があると認め、かつ、契約に特

別の定めをした場合は、当該契約で定めた日付印）」と、「払込通

知書兼領収証書」とあるのは「現金払込領収証書」と、「払込書」

とあるのは「現金払込書」と、「払込領収済通知書」とあるのは

「現金払込領収済通知書」と、「。次項」とあるのは「（知事が特

別の事情があると認め、契約に特別の定めをしたときは、当該契

約で定めた日時）。次項」と、「高等学校その他の県立学校におい

て授業料を収納したときは、納入書及び納入領収済通知書に代え

て、現金払込領収済通知書を添えなければならない」とあるのは

「収納受託者が、納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び返

納領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送付し

たときは、払込みに際して、現金払込書並びに納入書及び納入領

収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書を添えることを要し

ない」と読み替えるものとする。 

６ 受託者は、第２項及び前項の規定により使用料等を徴収し、又

は収納したときは、翌月の５日までに、収入計算書を会計管理者

に提出しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると

認め、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。 

６ 徴収受託者又は収納受託者は、徴収受託者にあっては第３項の

規定により歳入を徴収したとき、収納受託者にあっては前項の規

定により歳入等を収納したときは、翌月の５日までに、収入計算

書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、知事が特別

の事情があると認め、契約に特別の定めをした場合は、この限り
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改正前 改正後 

でない。 

７ 受託者は、収納の都度、現金出納簿に記入し、これを関係書類

とともに５年間保存しなければならない。ただし、知事が特別の

事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、この

限りでない。 

７ 収納受託者は、収納の都度、現金出納簿に記入し、これを関係

書類とともに５年間保存しなければならない。ただし、知事が特

別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、

この限りでない。 

８ 知事は、第１項の規定により徴収又は収納の事務を委託した場

合は、受託者に佐賀県歳入委託証明書を交付するものとする。た

だし、知事が特別の事情があると認め、かつ契約に特別の定めを

した場合は、この限りでない。 

８ 知事は、第１項の規定により指定公金事務取扱者を指定し、徴

収又は収納の事務を委託した場合は、徴収受託者又は収納受託者

に佐賀県歳入委託証明書を交付するものとする。ただし、知事が

特別の事情があると認め、かつ契約に特別の定めをした場合は、

この限りでない。 

９ 受託者は、前項の規定により交付された佐賀県歳入委託証明書

について、毎年度当初に検証を受けるとともに、使用料等の徴収

又は収納をするときは、これを携帯し、関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

９ 徴収受託者又は収納受託者は、前項の規定により交付された佐

賀県歳入委託証明書について、毎年度当初に検証を受けるととも

に、徴収受託者にあっては歳入を徴収するとき、収納受託者に

あっては歳入等を収納するときは、これを携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

10 第５項から前項までの規定は、第２項の規定により収納の事務

の委託を受ける者（以下「地方税収納受託者」という｡）が地方税

を収納する場合について準用する。この場合において、「受託者」

とあるのは「地方税収納受託者」と、「使用料等」とあるのは「地

方税」と、「徴収し、又は収納したとき」とあるのは「収納したと

き」と、「徴収又は収納」とあるのは「収納」と読み替えるものと

する。 

 

（私人への支出事務の委託） （指定公金事務取扱者への支出事務の委託） 

第83条 第74条、第75条及び第76条の規定は、私人に必要な資金を

交付して支出の事務を委託する場合に準用する。 

第83条 第74条から第76条までの規定は、指定公金事務取扱者に必

要な資金を交付して支出の事務を委託する場合に準用する。 

 ２ 前項の場合において、事務の委託を受けた者は、当該資金に係

る経費の支払事務を完了したときは、その支出の結果を、知事を



4 

改正前 改正後 

経由して会計管理者に報告しなければならない。 

（準用） （準用） 

第116条 第104条（第１項第７号を除く。）の規定は、前条第１項に

規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において、

「競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、

「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認

められる金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認め

られる金融機関又は保証事業会社の保証」と、「契約締結前」とあ

るのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証をした銀行又は確実

と認められる金融機関との間」とあるのは「当該保証をした銀行

若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社との間」と

読み替えるものとする。 

第116条 第104条（第１項第７号を除く。）の規定は、前条第１項に

規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において、

「競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、

「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認

められる金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認め

られる金融機関又は保証事業会社の保証」と、「契約締結前」とあ

るのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証を証する書面」とあ

るのは「当該保証を証する書面（保証証書に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を出力した書面を含む。）」と、「当該保証をした

銀行又は確実と認められる金融機関との間」とあるのは「当該保

証をした銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会

社との間」と読み替えるものとする。 

２ 略 ２ 略 

（検査及び検査の範囲) （検査及び検査の範囲) 

第183条 略 第183条 略 

２ 会計管理者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

掲げる事項について定期又は臨時に検査を行うものとする。 

２ 会計管理者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

掲げる事項について定期又は臨時に検査を行うものとする。 

(1) 受託者 委託に係る歳入の徴収又は収納の事務 

 

(2) 第83条の規定により委託を受けた者 委託に係る歳出の支出

事務 

(3) 略 

(1) 指定公金事務取扱者 委託に係る歳入の徴収若しくは歳入等

の収納又は支出の事務 

 

 

(2) 略 

（検査の通知) （検査の通知） 

第186条 略 第186条 略 
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改正前 改正後 

２ 前項の提出書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号

に掲げる書類及び検査員が必要と認めるその他の書類とする。 

２ 前項の提出書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号

に掲げる書類及び検査員が必要と認めるその他の書類とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 受託者 出納計算書 (2) 指定公金事務取扱者 出納計算書 

(3) 第83条の規定により委託を受けた者 出納計算書  

（賠償責任を負うべき職員） （賠償責任を負うべき職員） 

第201条 法第243条の２の２第１項後段の規定により指定する職員

は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める職員と

する。 

第201条 法第243条の２の８第１項後段の規定により指定する職員

は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める職員と

する。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

 

 別表第１の 10 の項中 

「                   「 

 

 

 

                   を                   に、 

 
 
                」                   」 

 

 別表第１の 11 の項中 

「                   「 

 

                   を                   に、 

  
                 」                   」 

１件の金額が100
万円を超えるもの
は、監督・検査・
確認結果報告書

(1)用途、品名、規格、数量、
   単価及び金額
(2)１件の金額が100万円以下
　　のものは、検査済日付印の
　　押印

保険料 火災保険料及び自動車損害保険料 保険料 

監督・検査・確認
結果報告書（ただ
し、1件の金額が
100万円以下のも
ので、請求書に検
査済日付印を押
印するものを除
く。）

(1)用途、品名、規格、数量、
   単価及び金額
(2)１件の金額が100万円以下
     のもので、「監督・検査・確
　　認結果報告書」を添付しな
　　いものは、検査済日付印の
　　押印
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「 

 

                                                              を 
 

                                                             」 

 

「 
 
                                                              に 
 

                                                             」 

 

「 

 

 

                                                              を 

 

 
 

                                                             」 

 

「 
 
                                                              に 
 

                                                             」 

改める。 

全額 全額

（全額） （全額）

総価額の定めのない長期継続契約に
よる通信

100万円
未満

請求のあったと
き

請求のあった額 支出整理票 全額※３ 目的、数量、単価及び金額

全額 全額

（全額） （全額）

総価額の定めのない長期継続契約又
は単価契約によるもの

100万円
未満

請求のあったと
き

請求のあった額 支出整理票 全額※３
(1)目的、数量、単価及び金額
(2)検査済日付印の押印(通信
料金を除く。)

全額 全額

（全額） （全額）

全額 全額

（全額） （全額）

単価契約によるもの
100万円

未満
請求のあったと
き

１件の金額が
100万円を超
える経費

(1)目的、数量、単価及び金
額
(2)検査済日付印の押印

上記以外のもの
100万円

未満

契約締結のとき
（請求のあったと
き）※１

契約金額
（請求のあった
額）

契約書、請書又
は見積書

請求のあった額 支出整理票 全額※３
(1)目的、数量、単価及び金
額
(2)検査済日付印の押印

上記以外の
費用

全額 全額

（全額） （全額）

上記以外のもの
１件の金額が
100万円を超
える経費

(1)目的、数量、単価及び金
額
(2)検査済日付印の押印

100万円
未満

契約締結のとき
（請求のあったと
き）※１

契約金額
（請求のあった
額）

契約書、請書又
は見積書
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において、現にこの規則による改正前の佐賀県財務規則第 50 条又は第 83 条の規定による委託を受けている者

の公金事務については、この規則の施行の日から令和８年３月 31 日までの間は、なお従前の例によることができる。 


